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目的・創造理念 

◆葵の会とは 

1997年より、多摩交流センター共催で企画された講座「俳優してみませんか」の卒業生で構成され

る劇団。元主宰、高垣葵の呼びかけにより、演劇教室第一期生卒業生らにより旗揚げされた。高垣葵の

作品を本人の直接演出、演技指導をうけられる場所として、同講座卒業生の過半数が入団。年１回のペ

ースで交流センター協賛で公演を行う。多摩地域に多くのファンを増やしていった。2015年公演をも

って、交流センターからの協賛は終了した為、現在は１年～１年半のペースで自主公演を行っている。 

◆活動目的 

 演劇を通しての市民のコミュニケーション活動 

市民劇団として広い年齢層での活躍の場を提供し、演劇活動を通じ団員の親睦と世代

間の交流をはかります。 

 

  

◆活動理念  

①  誰にでもわかる、楽しめる芝居を 

市民劇団として、子供から大人まで、今まで芝居を見たことのない観客にも 

わかりやすく楽しめる芝居を提供できるように取り組む 

 

②  地域に密着した劇団を目指す 

    当劇団および劇団員は、多摩地域に密着した劇団を目ざし、芝居の本公演のみではなく、 

地域に密着した活動を積極的に行う。 

 

③  高垣葵の世界を引き継ぐ 

高垣葵の残した多くの作品を受け継ぐ劇団として、氏の作品世界を常に意識して 

ドラマを深め広げて行くことを、演劇行為する上での基本とする。 
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葵の会劇団規約 

 

第1章 メンバー 

  第1条 ＜メンバー及び公演参加資格＞ 

①  20歳以上で、劇団の「目的・創造理念」・「規約」を認める者をメンバーとする。 

②  メンバーになることにより、公演に参加することができる。 

③  暴力団関係者及び、反社会的集団に所属している者・刑事罰を受けて裁判中の者は  

所属できない。 

 

第2章 組織活動 

 第2条 ＜総会＞ 

① 総会は、劇団運営の最高決議機関であって、原則毎公演後、運営委員会の決定にも

とづいて、主宰が招集する。 

② 運営委員会は、劇団総会の議事と日程を総会開会日の１０日以上前に発表しなけれ

ばならない。ただし、緊急な課題についての議事と臨時総会の開会については、こ

の限りではない。 

③ 総会成立の定数は定めない。総会参加資格は、メンバーにある。 

その他運営委員会が認める総会参加資格がある。総会参加資格者については、議事、

日程とともに運営委員会が発表する。 

④ 総会の議事採決は、出席者の過半数によって成立する。  

⑤ 運営委員会は、総会日程の決定にあたって、劇団員の労動・生活条件を配慮しなけ

ればならない。  

⑥ 劇団員の過半数の要求があるとき、または運営委員会が必要と決定したときは、臨

時総会を開くことができる。 

 

  第3条 ＜運営委員会＞ 

①  運営委員会は、運営委員（主宰、総会で選出される役員、及び演出、舞台監督）に  

よって構成され、総会から総会までの間の劇団運営の最高決議関・執行機関である。 

②  運営委員会は、原則として月１回以上の会議を開かなければならない。召集は、運 

営委員長が行う。 

③ 運営委員会は、運営委員の過半数によって成立し、採決は出席者の過半数によって成

立する。 
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第4条 ＜役員＞ 

①  劇団には劇団主宰、運営委員長を置き、各部には部長を置く。劇団主宰は劇団発足者     

又はそれに準ずる者が担い、その他の役員は総会で選出される。 

② 劇団主宰は、対外的に劇団を代表し、劇団活動の先頭にたって活動する。 

③ 運営委員長は、運営委員会の指導にあたる。 

④ 各部長は、各部をまとめ活動の先頭にたつ。 

 

第３章 制作活動 

  第５条 ＜創造活動の組織原則＞  

① 公演の演目は主宰及び演出部長が決定する。 

② 演出は各スタッフを指名し、配役を決定する。 

③ 一つの公演の創造過程では、演出が最高責任者である。各メンバーは、その役割に

おいて積極的な創造活動を行い、最終決定は演出が行う。 

                

    第６条 ＜演出部＞ 

①  演出部は公演において、演出、脚本、演出助手、記録としての役割を担う。 

②  演出部は自らの役割に基づいた創作活動の質を高める。 

 

 第７条 ＜俳優部＞ 

①  俳優部は、公演の俳優としての舞台にあがる。 

②  俳優部は自らの役割に基づいた創作活動の質を高める。 

 

   第８条 ＜舞台美術部＞  

    ① 舞台美術部は、公演において舞台美術、照明、装置、衣装、化粧、小道具の役割を担う。 

   ② 舞台美術部は自らの役割に基づいた創作活動の質を高める。 

    

      第９条 ＜制作部＞ 

      制作部は、制作活動の実務的任務を担当する。 

 

第4章 普及活動 

   第１０条 ＜普及活動＞ 

  メンバー及び出演者は、より多くの観客を集めるために、日常的に活動しなければならない。 

 

    第１１条 ＜広報部＞ 

     広報部は、普及活動の実務的任務を担当する。 

 

 



 4 

第5章 財政 

第１２条 ＜劇団財政＞ 

① 公演財政を含めた劇団財政は、単年度会計として、毎年４月に予算・決算をする。 

② 公演財政は、公演のための費用にあて、一公演ごとに予算・決算をする。 

③ 劇団財政の財源は、公演参加費・公演入場料収入・事業収入・補助金・外部からの   

  寄付金をあてる。 

④ 公演参加費（月額）は１０００円とし、俳優は必須、その他は任意とする。その対象

月は、参加している公演体制期間（けいこ初日から最終公演日まで）の当該月とする。 

⑤ 公演参加費は、生活事情により減額・免除することができる。減額・免除の申し出は

当事者が経理部長に行い、運営委員会で承認後、減額・免除される。 

    

      第１３条 ＜支出＞ 

       支出にあたっては、記帳制を厳守し、無駄な支出をなくすようにつとめなければならな

い。 

 

   第１４条 ＜予算と決算＞ 

      劇団財政は、予算・決算は総会の承認をうけなければならない。 

 

   第１５条 ＜経理部＞ 

    経理部は、財政の実務的任務を担当する。 

 

第６章  加入・退団 

   第１６条 ＜加入＞ 

     加入の実務は主宰及び演出部長があたり、運営委員会の承認を得てメンバーとして登録

される。 

 

   第１７条  ＜退団＞ 

退団にあたっては、主宰及び演出部長に申し出、任務の引きつぎを明らかにしたのち退 

団するものとする。 

 

第７章 雑則 

  第１８条 ＜「目的・創造理念」・「規約」の解釈＞ 

   「目的・創造理念」・「規約」の疑問が生じた場合、その解釈権は、総会または運営委員会   

   にある。 

 

第１９条 ＜「目的・創造理念」・「規約」の改正＞ 

   「目的・創造理念」・「規約」の改正は、総会の決定による。 
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劇団組織図 

 

 

 

（劇団運営の最高執行責任者） （劇団運営の最高決議機関） 
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